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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の移動局が無線接続される基地局のＣＩＯ設定管理装置であって、
　前記基地局から送信される通信履歴情報に含まれるセル滞在時間情報を参照し、セル滞
在時間が規定値よりも短い短期滞在セルを検索し、前記短期滞在セル経由のハンドオーバ
呼数を減少させるＣＩＯ値を更新可能なトラフィック情報を生成出力する制御手段を備え
、
　前記制御手段は、
　前記通信履歴情報を参照することにより計数される隣接セルへのハンドオーバ呼数に占
める短期滞在呼数の割合を算出し、予め前記ハンドオーバ呼数に占める短期滞在呼数の割
合をある連続する任意の範囲毎に重み付けした重み値を用いて前記算出した短期滞在呼数
の割合の重み付けを行い、更新前のＣＩＯ値に加算する補正値を算出する
　ことを特徴とするＣＩＯ設定管理装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、
　前記重み値と、全ての隣接セルの重み値の和を全ての隣接セルの数で除算した平均値と
により更新前のＣＩＯ値に加算する補正値を算出し、前記基地局から各セルの更新前のＣ
ＩＯ値を読み出し、前記補正値から更新されるＣＩＯ値を算出して基地局に送信すること
を特徴とする請求項１に記載のＣＩＯ設定管理装置。
【請求項３】
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　複数の移動局が無線接続される１以上の基地局と、前記１以上の基地局に対しそれぞれ
１以上接続され、互いにメッセージ通信が可能なＣＩＯ設定管理装置と、からなる移動無
線通信システムであって、
　前記基地局は、
　呼解放が行われる毎に前記移動局の通信履歴情報を蓄積し、前記蓄積した通信履歴情報
を予め設定された送信周期毎に読み出し、接続された前記ＣＩＯ設定管理装置に送信する
送信手段を備え、
　前記ＣＩＯ設定管理装置は、
　前記基地局から送信され受信される前記通信履歴情報に含まれるセル滞在時間情報を参
照し、規定値より短い時間でハンドオーバしている短期滞在セルを検索し、前記短期滞在
セル経由のハンドオーバ呼数を減少させる無線品質補正値を算出可能なトラフィック情報
を生成して前記基地局へ送信する制御手段を備え、
　前記制御手段は、
　前記通信履歴情報を参照することにより計数される隣接セルへのハンドオーバ呼数に占
める短期滞在呼数の割合を算出し、予め前記ハンドオーバ呼数に占める短期滞在呼数の割
合をある連続する任意の範囲毎に重み付けした重み値を用いて前記算出した短期滞在呼数
の割合の重み付けを行い、更新前のＣＩＯ値に加算する補正値を算出する
　ことを特徴とする移動無線通信システム。
【請求項４】
　前記ＣＩＯ設定管理装置は、
　前記参照した通信履歴情報に他のＣＩＯ設定管理装置が管理するセルの履歴が含まれて
いた場合、前記他のＣＩＯ設定管理装置に前記無線品質補正値の更新要求を送信し、
　前記他のＣＩＯ設定管理装置からＣＩＯ値の更新要求を受信した場合、自ＣＩＯ設定管
理装置が受信した通信履歴情報から検索した前記ハンドオーバ呼数、短期滞在呼数に加算
し、前記ハンドオーバトラフィック情報出力要求の到来を待って、前記ハンドオーバ呼数
と短期滞在呼数、もしくは前記短期滞在呼数が前記ハンドオーバ呼数に占める割合を出力
することを特徴とする請求項３に記載の移動無線通信システム。
【請求項５】
　前記ＣＩＯ設定管理装置は、
　前記重み値と、全ての隣接セルの重み値の和を全ての隣接セルの数で除算した平均値と
により更新前の無線品質補正値に加算する補正値を算出し、
　前記基地局から各セルの更新前のＣＩＯ値を読み出し、前記算出された補正値から更新
されるＣＩＯ値を算出して前記基地局に送信する、
　ことを特徴とする請求項３または請求項４に記載の移動無線通信システム。
【請求項６】
　複数の移動局が無線接続される１以上の基地局と、前記１以上の基地局に対しそれぞれ
１以上接続され、互いにメッセージ通信が可能なＣＩＯ設定管理装置と、からなる無線通
信システムに用いられる、移動局のセル滞在時間情報を用いたＣＩＯ値の設定方法であっ
て、
　前記基地局が、呼解放が行われる毎に前記移動局の通信履歴情報を蓄積し、前記蓄積し
た通信履歴情報を予め設定された送信周期毎に読み出し、接続された前記ＣＩＯ設定管理
装置に送信する第１のステップと、
　前記ＣＩＯ設定管理装置が、前記基地局から送信され受信される前記通信履歴情報に含
まれるセル滞在時間情報を参照し、規定値より短い時間でハンドオーバしている短期滞在
セルを検索し、前記短期滞在セル経由のハンドオーバ呼数を減少させる無線品質補正値を
算出可能なトラフィック情報を生成して前記基地局へ送信する第２のステップとを有し、
　前記第２のステップは、
　前記通信履歴情報を参照することにより計数される隣接セルへのハンドオーバ呼数に占
める短期滞在呼数の割合を算出し、予め前記ハンドオーバ呼数に占める短期滞在呼数の割
合をある連続する任意の範囲毎に重み付けした重み値を用いて前記算出した短期滞在呼数
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の割合の重み付けを行い、更新前のＣＩＯ値に加算する補正値を算出するサブステップを
含む
　ことを特徴とする移動局のセル滞在時間情報を用いたＣＩＯ値の設定方法。
【請求項７】
　前記第２のステップは、
　前記参照した通信履歴情報に他のＣＩＯ設定管理装置が管理するセルの履歴が含まれて
いた場合、前記他のＣＩＯ設定管理装置に前記無線品質補正値の更新要求を送信するサブ
ステップと、
　前記他のＣＩＯ設定管理装置から前記ＣＩＯ値の更新要求を受信した場合、自ＣＩＯ設
定管理装置が受信した通信履歴情報から検索した前記ハンドオーバ呼数、短期滞在呼数に
加算し、ハンドオーバトラフィック情報出力要求の到来を待って、前記ハンドオーバ呼数
と短期滞在呼数、もしくは前記短期滞在呼数が前記ハンドオーバ呼数に占める割合を出力
するサブステップと、
　を有することを特徴とする請求項６に記載の移動局のセル滞在時間情報を用いたＣＩＯ
値の設定方法。
【請求項８】
　前記第２のステップは、
　前記重み値と、全ての隣接セルの重み値の和を全ての隣接セルの数で除算した平均値と
により更新前の無線品質補正値に加算する補正値を算出するサブステップと、
　前記基地局から各セルの更新前のＣＩＯ値を読み出し、前記算出された補正値から更新
されるＣＩＯ値を算出して前記基地局に送信するサブステップと、
　を更に有することを特徴とする請求項６または請求項７に記載の移動局のセル滞在時間
情報を用いたＣＩＯ値の設定方法。
【請求項９】
　コンピュータ上で実行され、複数の移動局が無線接続される基地局のＣＩＯ設定管理装
置のＣＩＯ値設定管理プログラムであって、
　前記コンピュータに、
　前記基地局から送信される通信履歴情報に含まれるセル滞在時間情報を参照し、セル滞
在時間が規定値よりも短い短期滞在セルを検索する検索処理と、
　前記短期滞在セル経由のハンドオーバ呼数を減少させるＣＩＯ値を更新可能なトラフィ
ック情報を生成出力する出力処理と、
　前記通信履歴情報を参照することにより計数される隣接セルへのハンドオーバ呼数に占
める短期滞在呼数の割合を算出する割合算出処理と、
　予め前記ハンドオーバ呼数に占める短期滞在呼数の割合をある連続する任意の範囲毎に
重み付けした重み値を用いて前記算出した短期滞在呼数の割合の重み付けを行い、更新前
のＣＩＯ値に加算する補正値を算出する補正値算出処理と、
　を実行させることを特徴とするＣＩＯ値設定管理プログラム。
【請求項１０】
　前記補正値算出処理は、
　前記重み値と、全ての隣接セルの重み値の和を全ての隣接セルの数で除算した平均値と
により更新前のＣＩＯ値に加算する補正値を算出し、前記基地局から各セルの更新前のＣ
ＩＯ値を読み出し、前記補正値から更新されるＣＩＯ値を算出して基地局に送信すること
、
　を特徴とする請求項９に記載のＣＩＯ設定管理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＣＩＯ値設定管理装置、移動無線通信システム、移動局のセル滞在時間情報
を用いたＣＩＯ値の設定方法、ＣＩＯ値設定管理ブログラムに関し、特に、移動無線通信
システムにおいて、セル滞在時間が短期のセルを経由するハンドオーバ呼数が減少するよ
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うに、各セルに設定される無線品質の補正値であるＣＩＯ値を更新する用途に用いて好適
な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＣＩＯ（Cell Individual Offset）値は、基地局が管理するパラメータであり、基地局
から移動局が測定した無線品質結果の補正に利用される。移動局は、ＣＩＯ値による補正
後のＣＩＯ値によりハンドオーバ先のセル候補を基地局に通知する。このＣＩＯ値を適切
に補正することにより短期滞在セルを経由するハンドオーバを削減することができる。
【０００３】
　上述したハンドオーバの呼数を記録する技術については多数出願されており、例えば、
特許文献１には、ＣＩＯ値で示すセル個別オフセットをブロードキャストする技術が開示
されている。また、特許文献２には、ハンドオーバ動作直前にハンドオーバ動作情報と現
在の動作情報の各々にセル情報が記録される技術が、特許文献３には、ハンドオーバ頻度
は例えば１０秒あたりのハンドオーバ回数として記憶され、このハンドオーバ頻度に基づ
いて各移動局のハンドオーバ先のセル候補を制御する技術がそれぞれ開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－５１７６７号公報（段落「００９０」～「００９２」）
【特許文献２】特開２００８－１６９７０号公報（段落「００４３」、図３）
【特許文献３】特開平７－１９３８５０号公報（段落「００２３」～「００２４」）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上述したＣＩＯ値を算出するにあたり、保守者は、各セルで実際に走行試験
等を実施し、ハンドオーバ回数が最小となるようにＣＩＯ値の変更と再試験を繰り返して
設定するのが普通である。しかしながら、走行試験を実施してＣＩＯ値を算出するために
は人件費等のコストが発生する。
【０００６】
　また、走行試験による場合、実運用でのハンドオーバ統計情報に基づいて算出されたＣ
ＩＯ値ではないため現実的ではない。更に、基地局の新規設置、廃止、建築物の新設、道
路や電車開通等の要因で運用状態は時々刻々変化するため、その度にコストを要する走行
試験を実施する必要がある。
【０００７】
（発明の目的）
　本発明の目的は、走行試験等を実施することなく、実運用でのハンドオーバ統計情報に
基づきＣＩＯ値を設定可能な、ＣＩＯ値設定管理装置、移動無線通信システム、移動局の
セル滞在時間情報を用いたＣＩＯ値の設定方法、ＣＩＯ値設定管理ブログラムを提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１のＣＩＯ値設定管理装置は、複数の移動局が無線接続される基地局のＣＩ
Ｏ設定管理装置であって、基地局から送信される通信履歴情報に含まれるセル滞在時間情
報を参照し、セル滞在時間が規定値よりも短い短期滞在セルを検索し、短期滞在セル経由
のハンドオーバ呼数を減少させるＣＩＯ値を更新可能なトラフィック情報を生成出力する
制御手段、を含む。
【０００９】
　本発明の第２の移動無線通信システムは、複数の移動局が無線接続される１以上の基地
局と、１以上の基地局に対しそれぞれ１以上接続され、互いにメッセージ通信が可能なＣ
ＩＯ設定管理装置と、からなる移動無線通信システムであって、基地局は、呼解放が行わ
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れる毎に移動局の通信履歴情報を蓄積し、蓄積した通信履歴情報を予め設定された送信周
期毎に読み出し、接続されたＣＩＯ設定管理装置に送信する送信手段を備え、ＣＩＯ設定
管理装置は、基地局から送信され受信される通信履歴情報に含まれるセル滞在時間情報を
参照し、規定値より短い時間でハンドオーバしている短期滞在セルを検索し、短期滞在セ
ル経由のハンドオーバ呼数を減少させる無線品質補正値を算出可能なトラフィック情報を
生成して基地局へ送信する制御手段を備える。
【００１０】
　本発明の第３の移動局のセル滞在時間情報を用いたＣＩＯ値の設定方法は、複数の移動
局が無線接続される１以上の基地局と、１以上の基地局に対しそれぞれ１以上接続され、
互いにメッセージ通信が可能なＣＩＯ設定管理装置と、からなる無線通信システムに用い
られる、移動局のセル滞在時間情報を用いたＣＩＯ値の設定方法であって、基地局が、呼
解放が行われる毎に移動局の通信履歴情報を蓄積し、蓄積した通信履歴情報を予め設定さ
れた送信周期毎に読み出し、接続されたＣＩＯ設定管理装置に送信する第１のステップと
、ＣＩＯ設定管理装置が、基地局から送信され受信される通信履歴情報に含まれるセル滞
在時間情報を参照し、規定値より短い時間でハンドオーバしている短期滞在セルを検索し
、短期滞在セル経由のハンドオーバ呼数を減少させる無線品質補正値を算出可能なトラフ
ィック情報を生成して基地局へ送信する第２のステップと、を有する。
【００１１】
　本発明の第４のＣＩＯ値設定管理プログラムは、コンピュータ上で実行され、複数の移
動局が無線接続される基地局のＣＩＯ設定管理装置のＣＩＯ値設定管理プログラムであっ
て、コンピュータに、基地局から送信される通信履歴情報に含まれるセル滞在時間情報を
参照し、セル滞在時間が規定値よりも短い短期滞在セルを検索する検索処理と、短期滞在
セル経由のハンドオーバ呼数を減少させるＣＩＯ値を更新可能なトラフィック情報を生成
出力する出力処理と、を実行させ
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、走行試験等を実施することなく、実運用でのハンドオーバ統計情報に
基づきＣＩＯ値を設定可能な、ＣＩＯ値設定管理装置、移動無線通信システム、移動局の
セル滞在時間情報を用いたＣＩＯ値の設定方法、ＣＩＯ値設定管理ブログラムを提供する
ことができる。
【００１３】
　その理由は、ＣＩＯ設定値管理装置が、基地局から送信される通信履歴情報に含まれる
セル滞在時間情報を参照し、セル滞在時間が規定値よりも短い短期滞在セルを検索し、短
期滞在セル経由のハンドオーバ呼数を減少させるＣＩＯ値を更新可能なトラフィック情報
を生成出力するため、走行試験等によらず実運用に基づくＣＩＯ値の設定ができるからで
ある。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施の形態による移動無線通信システムの構成を示すブロック図である
。
【図２】本発明の実施の形態による移動無線通信システムのＣＩＯ設定管理装置が有する
情報保持部のデータ構造の一例を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態による移動無線通信システムの基地局が有する情報保持部の
データ構造の一例を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態による移動無線通信システムの各構成装置間の前処理段階で
の動作シーケンスを示す図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態による移動無線通信システムの動作を示す動作シーケ
ンス図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態による移動無線通信システムのＣＩＯ値自動更新処理
動作を示す動作シーケンス図である。
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【図７】本発明の第２の実施の形態による移動無線通信システムの具体的な動作を説明す
るために示したセル配置の一例を示す図である。
【図８】本発明の第２の実施の形態によるＣＩＯ値設定管理装置のＣＩＯ値自動更新処理
時、情報保持部に設定されたデータ構造の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次に、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１６】
（第１の実施の形態の構成）
　図１は、本発明の第１の実施の形態による移動無線通信システムの構成を示すブロック
図である。
【００１７】
　ここでは、移動無線通信システムとして、映像や音声を含むマルチメディア通信を実現
するために、１００Ｍｂｐｓの高速通信を実現し、低レイテンシの伝送を可能にする、３
ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project）で３．９Ｇの無線技術とも呼ばれるＬＴ
Ｅ（Long
Term Evolution）を用いた移動無線通信システム１０（３ＧＰＰの勧告ＴＳ３６．３００
）を例示して説明する。
【００１８】
　図１を参照すると、本発明の第１の実施の形態による移動無線通信システム１０は、複
数の移動局（ここでは、移動局としてＵＥ２１のみ示されている）が無線接続される１以
上の基地局（以下、ｅＮＢ１１～１４という）と、１以上のｅＮＢ１１～１４に対してそ
れぞれ１以上接続され、互いにメッセージ通信が可能なＣＩＯ値設定管理装置（以下、Ｏ
ＭＣ１、２という）と、を含む。
【００１９】
　ＯＭＣ１、２は、１台以上設置され、ＯＭＣ１、２は、それぞれ複数のｅＮＢ１１～１
４に対して接続されている。１台のｅＮＢ１１（１２～１４）が複数のＯＭＣ１、２に接
続されることなく、全てのＯＭＣ１、２間は、メッセージ通信が可能である。このとき、
ＯＭＣ１、２間のメッセージ通信に用いるプロトコルは、ＩＰ（Internet Protocol）を
用いても良く、またその他のプロトコルを用いても良い。また、ネットワークトポロジは
、メッシュ型でも良く、また、その他のネットワークトポロジを用いても良い。
【００２０】
　なお、ｅＮＢ１１～１４が管理するＣＩＯ値は、セル３１～３６単位に自身のセルのＣ
ＩＯ値と隣接セルのＣＩＯ値とを保持し、セル３１が保持している隣接セル３３のＣＩＯ
値とセル３２が保持している隣接セル３３のＣＩＯ値は同一の値である必要はない。
【００２１】
　ＯＭＣ１は、制御部１００と、ＯＭＣ情報保持部１０１とを含む。制御部１００は、配
下のｅＮＢ１１、１２から送信される通信履歴情報（UE History Information：ＵＥのセ
ル滞在時間情報）を参照し、セル滞在時間が規定値（後述する閾値）よりも短い短期滞在
セルを検索して短期滞在セル経由のハンドオーバ呼数を減少させるＣＩＯ値を更新可能な
トラフィック情報を生成出力する制御手段として機能する。詳細は後述する。
【００２２】
　ＯＭＣ情報保持部１０１は、そのデータ構造の一例が図２に示されるように、保守者設
定情報部１１１と、ＣＩＯ値更新用関連情報保持部１１２とを含む。
【００２３】
　保守者設定情報保持部１１１は、通信事業者が設定する情報である「ＣＩＯ値更新周期
」、「セル滞在時間が短期と判定する時間」、「ＣＩＯ値の自動設定可否」、「重み値」
を保持する。ここで、「ＣＩＯ値更新周期」とはＣＩＯ値を更新する周期のことである。
また、「セル滞在時間が短期と判定する時間」は、通信履歴情報（UE History Informati
on）の検索時にセル滞在時間を短期と判判定するための時間閾値であり、ここでは、例え
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ば、数十ミリ秒から１ミリ秒程度が考えられる。また、「ＣＩＯ値の自動設定可否」は、
ＣＩＯ値の自動更新を有効にするか否かを設定するフラグである。また、「重み値」とは
、ハンドオーバ呼数に占める短期滞在呼数の割合がある連続する任意の範囲毎に重み付け
した値のことをいう。
【００２４】
　ＣＩＯ値更新用関連情報保持部１１２は、ＯＭＣ１配下のｅＮＢ１１、１２が実装する
セル単位に作成されるＣＩＯ関連情報を複数保持し、具体的には、セル内部情報としての
重みの平均値、自身のセルの重み値、および、隣接セルへのハンドオーバ呼数、短期滞在
呼数、ハンドオーバ呼数に占める短期滞在呼数の割合、ハンドオーバ呼数に占める短期滞
在呼数の割合から求まる重み値、を含む。
【００２５】
　なお、ＯＭＣ２も上述したＯＭＣ１と同様の構成を有する。すなわち、ＯＭＣ２は、制
御部１０３とＯＭＣ情報保持部１０２とを有し、ＯＭＣ情報保持部１０２は、図２にその
データ構造の一例が示されるように、保守者設定情報部１１１と、ＣＩＯ値更新用関連情
報保持部１１２とを有する。
【００２６】
　説明を図１に戻す。ｅＮＢ１１は、制御部１１０と、ｅＮＢ情報保持部２０１とを含む
。制御部１１０は、呼解放が行われる毎に通信履歴情報（UE History Information）を蓄
積し、当該蓄積した通信履歴情報を予め設定された送信周期毎に読み出し、接続されたＯ
ＭＣ１に送信する機能を有する。
【００２７】
　ｅＮＢ情報保持部２０１は、そのデータ構造の一例が図３に示されるように、保守者設
定情報保持部２１１と、通信履歴情報保持部２１２とを含む。
【００２８】
　保守者設定情報保持部２１１は、通信事業者が設定する情報である通信履歴情報（UE H
istory Information）を保持する。ここで、通信履歴送信周期は、ｅＮＢ１１が通信履歴
情報をＯＭＣ１へ送信する周期である。通信履歴保持部２１２は、ｅＮＢ１１が呼解放時
に解放したＵＥ２１に関する通信履歴情報（UE
History Information）を複数蓄積する。
【００２９】
　なお、ｅＮＢ１２、ｅＮＢ１３、ｅＮＢ１４ともに、上述したｅＮＢ１１と同様の構成
を有し、それぞれ、制御部１２０とｅＮＢ情報保持部２０２、制御部１３０とｅＮＢ情報
保持部２０３制御部１４０とｅＮＢ情報保持部２０４を有する。また、ｅＮＢ情報保持部
２０２、２０３、２０４は、いずれも図３にそのデータ構造の一例が示されるように、ｅ
ＮＢ情報保持部２０１と同様のデータ構造を有する。
【００３０】
（第１の実施の形態の動作）
　次に、本発明の第１の実施の形態による移動無線通信システム１０の動作について、図
４、図５に示した動作シーケンス図を参照して説明する。
【００３１】
　図４は、本発明の第１の実施の形態による移動無線通信システム１０の各構成装置間の
前処理段階での動作シーケンスを示す図であり、ここでは、ｅＮＢ１１～１４と、ＯＭＣ
１、ＯＭＣ２との間の動作の流れが示されている。
【００３２】
　図４を参照すると、通信事業者は、まずＯＭＣ１、ＯＭＣ２のＯＭＣ情報保持部１０１
、１０２に、ＣＩＯ値自動更新処理に用いる情報を設定する。具体的に、ＣＩＯ値更新周
期にはＣＩＯ値を更新する周期を設定する（ステップＳ４０１）。また、セル滞在時間が
短期と判定する時間には、通信履歴情報検索時にセル滞在時間を短期と判定する時間閾値
である例えば１秒を設定する（ステップＳ４０２）。
【００３３】



(8) JP 5263959 B2 2013.8.14

10

20

30

40

50

　また、ＣＩＯ値の自動設定可否フラグには、ＣＩＯ値の自動更新を有効にするか否かを
設定する（ステップＳ４０３）。ここでは自動更新を無効にする。その後、ハンドオーバ
呼数に占める短期滞在呼数の割合を重み付ける重み値の範囲を任意に設定し（ステップＳ
４０４）、各重み値に任意の短期滞在呼数の割合の範囲を設定する（ステップＳ４０５）
。
【００３４】
　次に、通信事業者は、ｅＮＢ１１～１４のｅＮＢ情報保持部２０１～２０４に、ＣＩＯ
値自動更新処理に用いる情報を設定する。すなわち、通信履歴情報送信周期には、ｅＮＢ
１１～１４がＯＭＣ１に通信履歴情報（UE History Information）を送信する周期を設定
する。ここで、設定するUE History Information送信周期は、ＯＭＣ１、ＯＭＣ２からｅ
ＮＢ１１～１４へ送信され（ステップＳ４０６）、ｅＮＢ１１～１４がそれぞれ設定する
（ステップＳ４０７）。
【００３５】
　図５は、本発明の第１の実施の形態による移動無線通信システム１０の動作を示す動作
シーケンス図であり、ここでは、ｅＮＢ１１～１４が、通信履歴情報を蓄積し、ＯＭＣ１
、２でハンドオーバトラフィック情報を表示するまでの動作の流れが示されている。
【００３６】
　図５を参照すると、ｅＮＢ１１～１４は、それぞれ呼解放が行われる度にＵＥ２１の通
信履歴情報（UE History Information）を蓄積する（ステップＳ５０１）。ここで蓄積さ
れる通信履歴情報は、保守者が設定した通信履歴情報送信周期に達したことを契機に、Ｏ
ＭＣ１、２へ送信される（ステップＳ５０２）。
【００３７】
　ＯＭＣ１、２は、受信した通信履歴情報から隣接セルへのハンドオーバ呼数をカウント
する（ステップＳ５０３）。また、ＯＭＣ１、２は、通信履歴情報に設定されたセル滞在
時間情報を参照し、保守者が設定したセル滞在時間が短期と判定する時間より短い時間で
ハンドオーバしていた場合、隣接セルへの短期滞在呼数をカウントする（ステップＳ５０
４）。
【００３８】
　上述した処理では、通信履歴情報に他のＯＭＣ１（２）が管理するセルの履歴情報が含
まれていた場合、他のＯＭＣ２（１）にＣＩＯ値更新要求を送信する（ステップＳ５０５
）。他のＯＭＣ１（２）からＣＩＯ値更新要求を受信した場合、ＯＭＣ２（１）は、自Ｏ
ＭＣ１（２）が受信した通信履歴情報から算出したハンドオーバ呼数、短期滞在呼数に加
算する（ステップＳ５０６）。
【００３９】
　その後、保守者によるハンドオーバトラフィック情報表示コマンドの入力を契機に、Ｏ
ＭＣ１、２は、先にカウントしたハンドオーバ呼数と、短期滞在呼数とをハンドオーバト
ラフィック情報として、ＯＭＣ１、２が有する表示モニタ（不図示）に表示することによ
り保守者に通知する（ステップＳ５０７）。このとき、保守者に通知するハンドオーバト
ラフィック情報は、短期滞在呼数とハンドオーバ呼数だけでも良いし、ハンドオーバ呼数
に占める短期滞在呼数の割合を求めて通知してもよい。
【００４０】
（第１の実施の形態による効果）
　本発明の第１の実施の形態による無線通信システム１０では、ＣＩＯ値設定管理装置（
ＯＭＣ１、２）が、通信履歴情報（UE History Information）を利用して短期滞在セル呼
数を算出することで、短期滞在セルを経由するハンドオーバを減少させるためのＣＩＯ値
の算出を行う情報をハンドオーバトラフィック情報として保守者へ通知することにより、
保守者は通知されたハンドオーバトラフィック情報に基づき走行試験によらない実運用に
基づいたＣＩＯ値の算出が可能になる。
【００４１】
（第２の実施の形態）
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　次に本発明の第２の実施の形態について説明する。
【００４２】
　上述した本発明の第１の実施の形態による移動無線通信システム１０では、短期滞在セ
ルを経由するハンドオーバを減少させるためのＣＩＯ値の算出を行う情報をハンドオーバ
トラフィック情報として保守者へ通知し、保守者がｅＮＢ１１～１４に設定するものであ
るが、以下に説明する第２の実施の形態は、ＣＩＯ設定管理装置（ＯＭＣ１、２）が、短
期滞在セルを経由するハンドオーバを減少させるＣＩＯ値を算出しｅＮＢ１１～１４に自
動設定することで保守者の介在を不要とするものである。以下にその詳細を説明する。
【００４３】
（第２の実施の形態の構成）
　以下に説明する本発明の第２の実施の形態においても上述した第１の実施の形態同様、
図１～図３に示す構成を使用することとし、また、図４に示した前処理を行うこととする
。但し、ここでは、ＯＭＣ１、２の制御部１００、１０３に、ＣＩＯ値自動更新処理が付
加されるため、以下に、このＣＩＯ値自動更新処理に着目して、図６～図８を参照しなが
ら説明する。
【００４４】
　ここでは、制御部１００、１０３は、通信履歴情報（UE History Information：ＵＥの
セル滞在時間情報）を参照することにより計数される隣接セルへのハンドオーバ呼数に占
める短期滞在呼数の割合を算出し、予めハンドオーバ呼数に占める短期滞在呼数の割合を
ある連続する任意の範囲毎に重み付けした重み値を用いて算出した短期滞在呼数の割合の
重み付けを行い、更新前のＣＩＯ値に加算する補正値を算出する制御手段として機能する
。
【００４５】
　また、制御部１００、１０３は、上述した重み値と、全ての隣接セルの重み値の和を全
ての隣接セルの数で除算した平均値とにより更新前のＣＩＯ値に加算する補正値を算出し
、ｅＮＢ１１、１２から各セルの更新前のＣＩＯ値を読み出し、補正値から更新されるＣ
ＩＯ値を算出してｅＮＢ１１、１２に送信する制御手段としても機能する。詳細は後述す
る。
【００４６】
（第２の実施の形態の動作）
　図６は、本発明の第２の実施の形態による移動無線通信システム１０のＣＩＯ値自動更
新処理動作を示す動作シーケンス図であり、ＯＭＣ１、２が、通信履歴情報からハンドオ
ーバ呼数、短期滞在呼数を検索後に実施されるＣＩＯ値自動更新処理の処理手順が示され
ている。以下、ＯＭＣ１の制御部１００の処理動作について説明するが、ＯＭＣ２の制御
部１０３でも同様の処理動作を行う。
【００４７】
　図６を参照すると、保守者が、予めＣＩＯ値の自動設定可否を可にしていた場合、ＯＭ
Ｃ１の制御部１００は、まず、隣接セルへのハンドオーバ呼数に占める短期滞在呼数の割
合を算出する（ステップＳ６０１）。次に、通信事業者が設定した重み値を用いて、ステ
ップステップＳ６０１で算出した隣接セルへの短期滞在呼数の割合を重み付ける（ステッ
プＳ６０２）。
【００４８】
　その後、制御部１００は、隣接セルへの重み値の平均値を算出し、以下に示す演算式（
１）を用いてＣＩＯ値の補正値を算出する（ステップＳ６０３）。
　補正値＝（重み値の平均値－重み値）×ＣＩＯ値の最小変更単位　…　（１）
【００４９】
　ここで、補正値は、更新前のＣＩＯ値に加算する値を示す。更新するＣＩＯ値は、更新
前のＣＩＯ値に補正値を加算して求める。また、重み値の平均値は、全隣接セルの重み値
の和を全隣接セル数で除算した値であり、ＣＩＯ値の自動設定において、大きなＣＩＯ値
の変動の発生を抑制するために用いる。なお、ＯＭＣ１、２の制御部１００、１０３は、
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更新対象のＣＩＯ値を保持するセル（隣接セルへの移動元セル）の重み値は常に０として
ＣＩＯ値の補正値を算出する。
【００５０】
　次に、制御部１００は、演算式（１）で求めた補正値をｅＮＢ１１～１４からそれぞれ
読み出し（ステップＳ６０４）、更新前のＣＩＯ値に加算して更新するＣＩＯ値を算出し
（ステップＳ６０５）、補正後のＣＩＯ値をｅＮＢ１１～１４に送信する（ステップＳ６
０６）。これにより、ｅＮＢ１１～１４の制御部１１０～１４０は、短期滞在セルを経由
するハンドオーバが減少するようにＣＩＯ値を更新することが可能となる（ステップＳ６
０７）。なお、上述したＣＩＯ値自動更新処理は複数回実行することで、より短期滞在呼
数が少ないＣＩＯ値に補正される。
【００５１】
　図７、図８は、本発明の第２の実施の形態による移動無線通信システムの具体的な動作
を説明するため示した図であり、図６のフローチャートのステップＳ６０１～Ｓ６０３の
処理内容を補足する意味で示したものである。図７には、セル配置の一例が、図８には、
ＣＩＯ値自動更新処理時、ＯＭＣ情報保持部１０１に設定される具体的なデータ構造の一
例がそれぞれ示されている。
【００５２】
　以下、図６のフローチャートにおいて、隣接セルへの短期滞在呼数の割合を重み付けし
（ステップＳ６０１、Ｓ６０２）、ＣＩＯ値の補正値を算出する処理（ステップＳ６０３
）の具体な処理内容について、図７、図８を参照しながら説明する。
【００５３】
　図７を参照すると、特定のセル３７には、自身のセル３７と、隣接セル３８～４３のＣ
ＩＯ値が割り当てられてものとすれば（図８）、ＯＭＣ１が、ＵＥ通信履歴情報を検索し
た結果、自身のセル３７から隣接セル３８～４３への短期滞在呼数の割合は、隣接セル３
８が３５％、隣接セル３９が４０％、隣接セル４０が３５％、隣接セル４１が１５％、隣
接セル４２が２０％、隣接セル４３が５％にそれぞれ算出されたとする（図６のステップ
Ｓ６０１）。
【００５４】
　図８に示されるように、ＯＭＥ１のＯＭＥ情報保持部１０１の保守者設定情報保持部１
１１に保持されるＣＩＯ値の補正値を算出するための重み値は、図６のステップＳ６０２
において、それぞれ以下のように算出される。
【００５５】
　すなわち、短期滞在呼数の割合が０～１４％の場合には重み値０、１５～２９％の場合
には重み値１、３０～４４％の場合には重み値２、４５～５９％の場合には重み値３、６
０～７４％の場合には重み値４、７５～８９％の場合には重み５、９０～１００％の場合
には重み値６と保守者が設定した場合、短期滞在呼数の割合が３５％である隣接セル３８
の重み値は２、短期滞在呼数の割合が４０％である隣接セル３９の重み値は２、短期滞在
呼数の割合が３５％である隣接セル４０の重み値は２、短期滞在呼数の割合が１５％であ
る隣接セル４１の重み値は１、短期滞在呼数の割合が２０％である隣接セル４２の重み値
は１、短期滞在呼数の割合が５％である隣接セル４３の重み値は０となる。また、自身の
セル３７の重み値は常に０である。
【００５６】
　次に、制御部１００は、図６のステップＳ６０３において、ＣＩＯ値の補正値を上述し
た演算式（１）により算出する。このとき、ＣＩＯ値の最小変更単位は１であるとする。
【００５７】
　具体的に、重みの平均値は（２（隣接セル３８の重み値）＋２（隣接セル３９の重み値
）＋２（隣接セル４０の重み値）＋（隣接セル４１の重み値）＋１（隣接セル４２の重み
値）＋０（隣接セル４３の重み値））／６（隣接セル数）≒１である。したがって、重み
値１とした隣接セル４１、４２のＣＩＯ値の補正値は０である。また、重み値を２とした
隣接セル３８～４０のＣＩＯ値の補正値は－１になる。また、重み値を０とした隣接セル
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４３のＣＩＯ値の補正値は１になる。また、自身のセル３７の重み値は０であるため、自
身のセル３７のＣＩＯ値の補正値は１になる。
【００５８】
　上述した処理により算出されたＣＩＯ値の補正値は、図６のステップＳ６０４で読み出
された更新前のＣＩＯ値に加算され、更新ＣＩＯ値が算出される（ステップＳ６０５）。
【００５９】
（第２の実施の形態による効果）
　上述した第２の実施の形態による移動無線通信システム１０では、ＣＩＯ設定管理装置
（ＯＭＣ１、２）が、通信履歴情報（UE History Information：ＵＥのセル滞在時間情報
）を参照して隣接セルへのハンドオーバ呼数に占める短期滞在呼数の割合を算出し、予め
ハンドオーバ呼数に占める短期滞在呼数の割合をある連続する任意の範囲毎に重み付けし
た重み値を用いて算出した短期滞在呼数の割合の重み付けを行い、更新前のＣＩＯ値に加
算する補正値を算出してｅＮＢ１１、１２に送信するため、実際の運用状態を基に算出さ
れるＣＩＯ値をｅＮＢ１１～１４に設定できるため、例えば、ｅＮＢ１１～１４の新規設
定、廃止、建築物の建設、道路・電車開通等の要因とうにより運用状態が変化した際に、
保守者の介在なく自動でＣＩＯ値の更新が可能になる。このため、通信事業者サイドの負
担が軽減される。
【００６０】
　なお、上述した本発明の第１、第２の実施の形態によれば、移動無線通信システムとし
て、ＬＴＥを用いた移動無線通信システム１０のみ例示したが、ＬＴＥに制限されるもの
ではなく、ｅＮＢ１１～１４で蓄積される通信履歴情報を収集可能であって、ＣＩＯ値の
更新を必要とする他の通信プロトコルを用いた移動無線通信システムの全てに適用が可能
である。
【００６１】
　以上説明のように、本発明のＣＩＯ値設定管理装置（ＯＭＣ１、２）は、基地局（ｅＮ
Ｂ１１～１４）から送信される通信履歴情報に含まれるセル滞在時間情報を参照し、セル
滞在時間が規定値よりも短い短期滞在セルを検索し、短期滞在セル経由のハンドオーバ呼
数を減少させるＣＩＯ値を更新可能なトラフィック情報を生成出力することにより、走行
試験によらず実運用でのハンドオーバ統計情報に基づくＣＩＯ値の設定が可能になるため
コスト削減がはかれる。また、自動算出したＣＩＯ値を基地局に設定することで通信事業
者側の負担軽減にも寄与する。
【００６２】
　なお、図１の制御部１００が有する機能は、全てをソフトウェアによって実現しても、
あるいはその少なくとも一部をハードウェアで実現してもよい。例えば、制御部１００が
、基地局から送信される通信履歴情報に含まれるセル滞在時間情報を参照し、セル滞在時
間が規定値よりも短い短期滞在セルを検索し、前記短期滞在セル経由のハンドオーバ呼数
を減少させるＣＩＯ値を更新可能なトラフィック情報を生成出力するデータ処理は、１ま
たは複数のプログラムによりコンピュータ上で実現してもよく、また、その少なくとも一
部をハードウェアで実現してもよい。
【００６３】
　また、本発明の移動局のセル滞在時間情報を用いたＣＩＯ値の設定方法は、例えば、図
１に示されるように、複数の移動局（ＵＥ２１）が無線接続される１以上の基地局（ｅＮ
Ｂ１１～１４）と、前記１以上の基地局に対しそれぞれ１以上接続され、互いにメッセー
ジ通信が可能なＣＩＯ設定管理装置（ＯＭＣ１２）と、からなる無線通信システム１０に
用いられる、移動局のセル滞在時間情報を用いたＣＩＯ値の設定方法であって、例えば、
図５に示されるように、前記基地局が、呼解放が行われる毎に前記移動局の通信履歴情報
を蓄積し、前記蓄積した通信履歴情報を予め設定された送信周期毎に読み出し、接続され
た前記ＣＩＯ設定管理装置に送信する第１のステップ（Ｓ５０１、Ｓ５０２）と、前記Ｃ
ＩＯ設定管理装置が、前記基地局から送信され受信される前記通信履歴情報に含まれるセ
ル滞在時間情報を参照し、規定値より短い時間でハンドオーバしている短期滞在セルを検
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なトラフィック情報を生成して前記基地局へ送信する第２のステップ（Ｓ５０３～Ｓ５０
７）と、を有するものである。
【００６４】
　本発明の移動局のセル滞在時間情報を用いたＣＩＯ値の設定方法によれば、走行試験等
を実施することなく実運用でのハンドオーバ統計情報に基づきＣＩＯ値の設定が可能にな
るため、システム保守コストの低減がはかれる。また、また、自動算出したＣＩＯ値を基
地局に設定することで輔車者の介在を要することなくＣＩＯ値の更新が可能になるため通
信事業者側の負担軽減にも寄与することができる。
【００６５】
　以上好ましい実施の形態と実施例をあげて本発明を説明したが、本発明は必ずしも、上
述実施の形態及び実施例に限定されるものでなく、その技術的思想の範囲内において様々
に変形して実施することができる。
【符号の説明】
【００６６】
　　１、２：ＣＩＯ値設定管理装置（ＯＭＣ）
　　１０：移動無線通信システム
　　１１～１４：基地局（ｅＮＢ）
　　２１：移動局（ＵＥ）
　　３１～４３：セル
　　１００、１０３：制御部
　　１０１、１０２：ＯＭＣ情報保持部
　　１１１：保守者設定情報保持部
　　１１２：ＣＩＯ値更新用関連情報保持部
　　２０１～２０４：ｅＮＢ情報保持部
　　２１１：保守者設定情報保持部
　　２１２：通信履歴情報保持部
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